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高齢者施設
管理者 殿

介護サービス事業所

沖縄県子ども生活福祉部
高齢者福祉介護課長
（公 印 省 略）

介護サービス施設・事業所職員向けエッセンシャルワーカー
定期PCR検査の事業内容変更について（周知依頼）

平素より本県の高齢者福祉行政の推進について、御協力頂き感謝申し上げます。
標記のことにつきまして、別添のとおり沖縄県保健医療部ワクチン・検査推進課長から

周知依頼がありますので、積極的にご活用いただきますようお願いいたします。
なお、那覇市内の施設・事業所におかれましては、対象外となっていますので、今後の

対応については、那覇市保健所にご確認ください。

記

１ 対象者（詳細については、別添、HP参照）
（１）県内の介護サービス事業所・施設に勤務し、利用者と接する職員
（２）入居施設における新規入居者

２ 実施期間：令和５年８月上旬から９月末まで

３ 申込期間：令和５年９月７日（木）17時まで

４ 概要・詳細について：別紙のとおり

５ 問い合わせ先
（１）那覇市以外の施設・事業所

沖縄県保健医療部ワクチン・検査推進課
検査支援班 TEL: 098-894-5122 pcrokinawa@pref.okinawa.lg.jp

（２）那覇市内の施設・事業所
那覇市保健所保健総務課 TEL:098-853-7972


